
  ○常総衛生組合職員定数条例 

昭和３７年７月１１日 

常総衛生組合条例第５号 

 

 改正 昭和３９年 ３ 月１８日 組合条例第１号 昭和５１年 ３ 月２６日 組合条例第１号 

    昭和５３年 ３ 月 １ 日 組合条例第１号 平成１９年１０月２５日 組合条例第１号 

    令和 ２ 年 ３ 月３０日 組合条例第２号 令和 ６ 年１０月 １ 日 組合条例第２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用す

る同法第１７２条第３項の規定に基づき，常総衛生組合に勤務する一般職の職員（臨時

又は非常勤の職員を除く。）の定数に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （職員の定数） 

第２条 事務局の職員の定数は，１３人とする。ただし，休職者は，定数のほかにおくこと

ができる。 

 （職員定数の配分） 

第３条 前条に掲げる職員の定数の事務局内の配分は，任命権者が定める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

   附 則（昭和３９年組合条例第１号） 

 この条例は，昭和３９年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５１年組合条例第１号） 

 この条例は，昭和５１年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５３年組合条例第１号） 

 この条例は，昭和５３年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年組合条例第１号） 

 この条例は，公布の日から施行し，平成１９年５月１日から適用する。 

   附 則（令和２年組合条例第２号） 

 この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

   附 則（令和６年組合条例第２号） 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 


